
 

  

 

 

 

 

現在、農園の区画数７８区画に対し、６８区画の利用が決定しております。 

残りの１０区画について追加募集を行いますので、利用を希望される方は下記 

の内容をよく読み、期限内に申請書を提出してください 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合せ先】 

嘉手納町役場 産業環境課 農林水産係  電話：098-956-1111（内線 322・323） 

 募集内容 

①募 集 期 間：令和８年 2 月１６日（月）～ 3 月１９日（木）まで【締切厳守】 

       （土日、祝日等を除く） 

②申 込 条 件：嘉手納町内に住所を有する者 

③申 込 方 法：産業環境課に申請書及び身分証明書の写しを提出する 

  ④提  出  先：嘉手納町役場 3 階 産業環境課 農林水産係 

  ⑤農 園 場 所：嘉手納町字屋良 892 番地１ 外 11 筆（栄光幼稚園近く） 

  ⑥募集区画数：１０区画（１区画１５㎡）  

⑦利 用 期 間：令和 8 年４月１日～令和 9 年３月３１日 

（更新は 1 年単位で最大 4 回まで） 

 

⑧利 用 料 金：年間 3,300 円（275 円×12 ヶ月） 

⑨開 園 時 間：午前 7 時～午後 7 時まで 

⑩注 意 事 項 

   ※申請は１世帯につき１区画までとなります。 

※既に利用が決定している方及びその世帯の方は申請できません。 

   ※申請者の数が募集区画数を上回ったときは、抽選により利用者を決定いたします。 

    （抽選の結果、利用者から漏れた方には、年度内の補欠順位を割り当てます。） 



 

様式第１号（第７条、第 10 条関係） 

 

嘉手納町民農園利用 (更新 )申請書 
 

年  月  日 

 

嘉手納町長 殿 

 

住 所：嘉手納町        

氏 名：            

電 話：             

 

 嘉手納町民農園の利用（更新）を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

 なお、利用が決定されたときは、嘉手納町民農園管理運営規則に定め

る事項を遵守して利用することを誓約します。 

 

 

申 請 区 分  新規 ・ 更新（  回目） 

町民農園名称  嘉手納町民農園 

現区画番号 

（更新時のみ） 
 区画   番 

備 考  

※身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード等）の写しを添付 

 


